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戸籍に振り仮名が記載されます！

 ▲法務省ホームページ ▲法務省ホームページ

※令和８年５月25日までに届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、１回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の
　届出ができます。
※振り仮名の届出にあたって、手数料や罰則はありません。詐欺にご注意ください。
※制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。

▶振り仮名が正しいときは届出不要です。
　届出がない場合は、令和８年５月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。

▶通知の振り仮名に誤りがあるときは届出をお願いします。
　令和８年５月25日までにオンライン（マイナポータル）や郵送、市区町村窓口で届出をしてください。

　改正戸籍法の施行により、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される

氏名の振り仮名が通知されます。誤りがないか、必ずご確認ください。

※北秋田市に本籍がある方へは、本年７月中旬以降、順次発送予定です。

文化会館自主事業

会　場　文化会館ホール
演　目　解説・狂言「梟山伏」狂言「二人袴」
入場券　一般前売  4,000円（当日 5,000円）
座　席　全席指定
販　売　６月２日（月）午前９時から
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません。

文化会館／コムコム／合川公民館／森吉公民館
阿仁公民館／ほくしか鹿鳴ホール／能代市文化会館

プレイ
ガイド

野村萬斎 狂言の会

生活環境課環境推進係 ☎62‐1110問

▲詳しい回収品目

　　月　    日日 時

古 着

こでん

6 15 日
９時～11時30分　市役所本庁舎裏車庫前
９時～11時　　　 合川・森吉・阿仁総合窓口センター

回収できるものの一例：再度使用できる衣類（洗濯済のもの）やタオル
回収できないものの一例：ぬいぐるみ、靴、かばん、下着、寝具類など

回収できるものの一例：電気や電池で動く小型の電気電子機器
回収できないものの一例：テレビ、エアコン、冷蔵庫、石油ストーブなど

※中が見える透明な袋に入れてください。クリーニング済の場合はハンガーやカバーを外してください。

※乾電池は取り除いてください。箱や緩衝材を除き本体のみ回収します。

その他回収品
水銀使用製品：家庭で使用していた水銀式温度計や体温計
※購入時のケースや袋に入れて出してください。
小型充電式電池等：リチウムイオン電池、モバイルバッテリー、加熱式たばこ等
※打痕や圧壊、膨張している電池でも回収します。

ご家庭で使い終わった「古着」「こでん」
「水銀式温度計等」の無料回収を行います！

市民課市民係 ☎62‐1114／法務省コールセンター ☎0570‐05‐0301問

新たに

月  　     日（土）８ 16 開場　13時30分
開演　14時

文化会館 ☎62‐3311／文化スポーツ課文化振興係 ☎84‐8106問
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藤島　勝政 さん
ふじしま かつまさ

（綴子字田町）
石川　嘉孝 さん
いしかわ よしたか
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（小又字迂途坂）


